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会社の概要
(2022年12月22日現在)

 社名 株式会社 長塚電話工業所
 代表者 代表取締役 長塚 将
 本社 〒152-0004

東京都目黒区鷹番2-11-1

 営業所 【高津営業所】
〒213-0031
神奈川県川崎市高津区宇奈根643-3
TEL 044-850-1533(代)
FAX 044-850-1534

【高津営業所 分室】
〒213-0031
神奈川県川崎市高津区宇奈根705-2
TEL 044-833-2999

【西日本営業所】
〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1-9-11
アイ・プラス江戸堀 2階
TEL 06-6225-3535

 創業 昭和12年 2月
 資本金 3,000万円
 取引銀行 三井住友銀行 渋谷駅前支店

三井住友銀行 渋谷支店
三菱UFJ銀行 都立大学駅前支店

 事業内容 ・業務用ヘッドセット関連業務
・コールセンター関連機器の製造販売業務
・情報通信機器/船舶用電話関連業務
・CTI/CRM製品導入コンサルティング
・コールセンター運用コンサルティング

 事業規模 ・従業員数 24名
・敷地面積 のべ419m2

・売上高 858百万円(2022年度実績)
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認証・登録の対象範囲とレポートの
対象期間及び発行日

当社におけるエコアクション21の認証・登録対象の範囲
ならびにレポートの対象期間と発行日は以下の通りです。

【高津営業所】

〒213-0031
神奈川県川崎市高津区宇奈根643-3
TEL 044-850-1533(代)
FAX 044-850-1534

高津営業所

高津営業所 分室

西日本営業所

 認証・登録の対象範囲

レポートの対象期間 2022年1月1日～2022年12月31日
レポートの発行日 2023年8月10日(改訂版再発行)

 レポートの対象期間及び発行日

【西日本営業所】

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1-9-11
アイ・プラス江戸堀 2階
TEL 06-6225-3535

【高津営業所 分室】

〒213-0031
神奈川県川崎市高津区宇奈根705-2
TEL 044-299-8333
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環境経営方針

当社におけるエコアクション21の環境経営方針は以下の通りです。

株式会社長塚電話工業所は、長年にわたりコールセンター業界等へのコ
ミュニケーションツールの提供を行っています。弊社は大手企業が持つレ
ガシー資産を持ちませんが、反面身の軽さを中小企業の武器として、世の
中の動向を的確に把握し、独自な分野を開拓してまいります。

弊社はエコ的視点をバックボーンとしてユニークな製品作りの研究と開
発に努め、お客様に喜んで頂ける製品やサービスを提供してまいります。
それこそが我々にとっての環境活動であると認識して、社員全員が日常活
動としての環境活動を実践し、継続的改善に邁進してまいります。

1. 企業理念に基づき、以下のように環境に配慮した活動に重点を置き、
環境活動の推進及び継続的改善に努めます。

2. 環境に関連する法令及び条例・協定と、当社が同意するその他取り決
め事項を遵守します。

3. 環境経営方針を社内に周知徹底するとともに、環境活動の目標達成に
向けて社員全員が行動できるように努めます。

4. 環境活動結果は、環境経営レポートとして社外に公開します。

① 自らが生産・販売・提供する製品の環境性能の向上
及びサービスの改善

② 業務におけるQCDの向上
③ 二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、水使用量の削減

 企業理念

 行動指針

2022年1月5日 制定

代表取締役 長塚 将
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【最高責任者】
代表取締役 長塚 将

【内部監査人】
長塚 将

【環境管理責任者】
櫻井 孝幸

【EA21 推進委員会】
1回/月 開催

【EA21 環境事務局】
三田 優介

高津営業所・高津分室 西日本営業所

技術部
《部門長》

管理部
《部門長》

企画営業部
《部門長》

ソリューション営業部
《部門長》

《代表者(最高責任者)》
• 環境経営に関する最高責任者
• 環境経営活動を維持運用するリソースの確保と提供
• 環境経営方針の策定
• 環境経営目標/環境経営計画書の承認
• 環境経営レポートの承認
• 推進委員会議題提示
• 特命事項指示
• 各種決議/承認

《環境管理責任者》
• 環境経営計画書の実績と進捗確認/承認
• 環境経営計画書の実績評価/判定
• 環境関連法規等の取りまとめ表等の確認/承認
• 最高責任者代行
• 最高責任者特命事項遂行

《環境事務局》
• 環境管理責任者特命事項遂行
• 推進委員会運営/議事進行
• 環境経営計画書原案作成
• EA21年間スケジュール管理/運用
• 環境活動実績及び資源使用量実績値取得/入力
• 外部中間/更新審査対応
• 環境負荷ならびに環境への取組の自己チェック実施
• 環境関連の外部コミュニケーション窓口

(地域事務局との連絡・調整等も含む)
• 推進委員会の議事記録確認と環境管理責任者への上程

《推進委員》
• 最高責任者代行(特命者)
• 資源使用量実績値取得/データベース入力
• 推進委員会の議事記録(議事録発行)
• EA21掲示板管理
• 推進委員会議題提案

《従業員》
• 環境経営目標や環境経営計画書等に基づくEA21に関す

る活動への参加/実施

2022年度のエコアクション21推進組織図・体制と
役割・責任・権限は以下の通りです。

実施体制と役割/責任と権限

推進組織図推進組織図

役割・責任・権限役割・責任・権限
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主な環境負荷の実績

今年度(2022年度)の実績を含めた、過去三年間の主な
環境負荷の実績は以下の通りです。
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環境経営目標と実績

2022年度の環境経営目標とその実績/結果
ならびに中期目標は以下の通りです。

⑦

No.1:数値目標未達で評価[×]判断
No.4:今年度でノルマルヘキサンの保有量[0]となったため、次年度より対象から除外
No.7:取組事項(実施事項)は、実施はしたが計画より遅れたケースが多く評価[×]判断



環境関連法規の順守状況
ならびに違反・訴訟

(外部からの苦情等について)

確認
結果

該当する活動適用法令

・事業系一般廃棄物の排出方法
・生ごみの適正処理、環境洗剤の使用
・事業系廃棄物発生の抑制、再使用及び再利用の

促進と減量
・廃棄物分別の徹底

・川崎市公害防止等環境保全に
関する条例

・大阪市廃棄物の減量推進及び
適正処理ならびに生活環境の
清潔保持に関する規則

・5S活動(保管庫の適正管理)
・管理責任者名の明記、使用手順書による取扱
・消火器の設置と有効期限の確認

・消防法

・排気装置の点検(稼働)と清掃
・専用洗剤の用意と手洗いの励行

・労働安全衛生法

・廃棄物の分別の徹底
・廃棄物処理業者との委託契約(契約期間の確認)と

契約終了後の保管
・回収の日程管理
・電子マニフェストの最終処理到達確認

・廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

・業務用エアコンの簡易点検
・点検及び整備に関わる記録と保存

・フロン類の仕様の合理化及び
管理の適正化に関する法律

○上表の通り、環境関連法規制の順守状況に問題ありませんでした。
また、外部からの苦情・訴訟等もありませんでした。

2022年度の環境関連法規の順守状況確認結果は
以下の通りです。

⑧



その他、環境に関する活動実績

地域の保育園への、段ボール提供事例を紹介します。

当社の業務で使用した段ボール(形状や、衛生的に問題無くかつ金属・金具を全て除去し

再使用が可能と判断したもののみ)を地域の保育園に無償提供し、子供たちが遊ぶため
の資材として再活用していただいたという実績がありました。

折からの原材料費高騰によって、こういった資材も価格影響を受ける中にあって、
大変助かったという嬉しい声をいただきました(4月実績)。

当社が提供した資材で、子供たちが協力して段ボールの家を造り上げたそうです。
よく見ると窓があったり屋根があったりと、なかなか凝った造りになっていること
がわかります。

また、事由に絵を描いたり色を塗ったり出来るところなど、段ボール資材の特長
を上手に活かし、楽しみながら製作に励んでいたというお話を伺いました。
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代表者による全体の評価と見直し

【総評】

2022年度(第68期)は過去の環境経営目標達成状況や、昨年度の環境経営レポー
ト内容の振り返り、また環境負荷の実績等を総合的に見直しした結果より、売上
原単位評価から総量評価へと評価基準を変更して活動しました。

これは原単位目標では、売上が増加すればそれに比例して消費するエネルギー
や排出されるCO2の量が増加しても良いと捉えられてしまう事、設定した目標が適
正かどうか(現実に則しているか)が見えにくくなってしまう事、そして環境経営
活動を通年で評価した際に、最終的な売上によって過去の月次評価が変動してし
まう可能性があると判断したためです。

いっぽう総量評価は、消費するエネルギーや排出されるCO2の量を独立した数値
として取り扱うことができるため、時季性・季節性の変動を考慮して評価できる
こと、環境経営活動内容の効果・有効性を直接評価できることから、真に有効な
活動内容および目標を設定することを目的に採用したものです。

このように目標(基準)を変更して一年間活動した結果、三大環境目標のうち残
念ながら二酸化炭素の排出抑制(主に電力使用量の削減)については目標未達とな
りました。ただ、2022年度～2024年度はエコアクション21の各活動項目において
適正な目標値を見極めるためのデータ収集期間と定めて目標値を2021年度実績と
同値で活動しており、想定範囲内の結果ですので現時点では問題はないと判断し
ます(人の増減や時季・季節性などを考慮していない)。

また今年度後半では電力使用量のみならず電気料金の内訳にも着目し、なぜ電
力料金が高騰しているのか、どの数値の影響が大きいのかといった見定めから、
燃料調整費の分析を始めたことは良い着眼点であると思います。データの蓄積を
進め、グラフ化するなど可視化して今後の活動に向けた判断材料の一つとして活
用してください。

今年度特に強力に推進した事項は、最新情報を最短で共有しスムーズな業務の
遂行を実現するためのツールとしてクラウドサービスの積極的な活用によるデー
タ管理化の推進と、必要な情報の見える化(集約)の二点が挙げられます。

前者は必要な情報を一か所(クラウド)に集約して、必要なタイミングで必要な
情報が手に入ることで部門間を渡る業務であっても、進行状況や更新が即時反映
されるため最小時間で対応できるようになりました。
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代表者による全体の評価と見直し

【総評(続き)】

またイレギュラー発生時も、他社の目による気付きの機会が増えたことでフォ
ロー体制が整ったなど、時間や費用の無駄の削減とともに顧客に対して安定した
サービスレベルを提供することが出来るようになりました。

これらは活動項目の一つである[業務におけるQCDの向上]に有効な活動である
と評価します。

後者はエコアクション21関連の掲示板を刷新して、情報掲示場所を再度明確化
したことと、清掃当番表やごみ処理当番表などのひつような 情報を集約して、
一目で情報を得られるように改善したことで[5S・4定の徹底]に沿った活動が出
来たと評価します。

最後に、今期も新しい社員が増えましたので、社員全員のエコアクション21の
教育レベルに差が生まれる事の無いよう来期は特に[エコアクション21と経営が
どうリンクしているのか]という点を重点的に、教育を実施するようにしてくだ
さい。

株式会社 長塚電話工業所

代表取締役 長塚 将
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見出し


